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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い（報告）

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
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＜障害福祉人材確保に向けた処遇改善等の課題＞

（人員基準欠如減算）

○ 退職者が出てから新たな人員を確保するまでに時間がかかるという点について、実際に私の事業所でも、これは大き

な課題である。現在は減算には至っていないが、来年４月までに１名確保できなければ、グループホームとして減算と

なる状況にある。さらに、新しく採用しても、すぐに辞めてしまう、定着しないという問題もある。やる気や適性を

しっかり見極めて採用していかないと継続が難しいと感じており、実際に大学の精神保健福祉士の実習生へ声をかけ、

１年間アルバイトをして働いてもらい、来年４月から入職していただく予定で調整しているところ。ただ、もしこの方

が入れなかった場合には確実に減算となり、事業の運営が厳しくなることは間違いない。

このように減算への強い不安が背景にあり、減算を避けるために、誰でもいいから採用するということが起きやすい

状況がある。実際に当事業所でも同様の課題が生じてきた。そのため、減算までの猶予期間を設けていただけると非常

に助かると考えている。

これまでの報酬改定検討チームにおける主なご意見

※ 第50回報酬改定検討チームでいただいたご意
見について事務局の責任で整理したもの
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 なお、介護人材の確保については、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会において検討が行われ、11

月11日に「福祉人材確保専門委員会における議論の整理」がとりまとめられたところだが、本検討チームや他の

審議会においても、人材確保の阻害要因の一つとして、人材紹介会社への高額な手数料の支払いなども指摘されて

いる。その背景には、人員基準欠如による３割減算があることの指摘もあるところ。

現状・課題

（参考）第 5 0回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム  資料１

【論点１】人材確保に向けた処遇改善のあり方について
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第３ 届出受理後の措置等
３ 突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、１日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の
比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で１か月を超える１割以内の一時的な変動があった場合（ただ
し、別添２の第２の 19 に規定する情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化に係る届出を行っている
病棟を除く。）、次の全てに該当するときは、第３の１（３）及び（４）の規定にかかわらず、３か月を超えない期間に限り
変更の届出を行わなくてもよい（１年に１回に限る。）。この場合、看護職員の確保に係る取組及び一時的に看護職員を確保
できないやむを得ない事情であることを別添７の様式 59 に記載し、当該事情が生じた日の属する月の翌月までに速やかに地
方厚生（支）局長に報告すること。なお、別添７の様式 59 には、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること。
⑴ 職業安定法（昭和22年法律第141号）第８条に定める公共職業安定所（以下単に「公共職業安定所」という。）又は都道
府県ナースセンター等の同法第33条に定める無料の職業紹介事業（以下単に「無料職業紹介事業」という。）を活用して看
護職員の確保に係る取組を行っていること。なお、やむを得ない事情が生じていない場合においても、看護職員の求人を行
う場合には、公共職業安定所又は無料職業紹介事業の活用等の看護職員の確保に係る取組を行っていることが望ましい。

⑵ 看護職員の確保に係る取組にあたって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適
正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。

⑶ 公共職業安定所又は無料職業紹介事業等を活用して看護職員の確保に係る取組を行っている場合においても、当該医療機
関が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、看護職員確保に係る取組を積極的に行っていることが望ましい。

⑷ やむを得ない事情が生じた場合であっても一時的に看護職員確保ができないことにより、一部の看護要員へ過度な業務負
担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。 

○基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和８年３月５日保医発0305第７号）(抄）

診療報酬改定におけるやむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し

例えば、以下のような場合において、看護職員が一時的に不足する状況が該当する。
・ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大により患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険

医療機関において感染症に感染し出勤ができない看護職員が増加した場合
・ 看護職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合
・ 看護職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合
なお、看護職員や家族の突発的な体調不良等により１か月を超える不在が見込まれる場合においては、公共職業安定所又は都道
府県ナースセンター等に求人の申込みを行うに当たって、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確
保を図る観点から求人内容を検討すべきであることに留意すること。

○疑義解釈資料の送付について（その１）（令和８年３月23日厚生労働省保険局医療課事務連絡）医科診療報酬点数表関係（抄）

問９ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和８年３月５日保医発0305第７号）第３
の３に規定する「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とはどのような場合か。



人員基準欠如減算

○通所・多機能・入所・居住系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、介護職員・看護職員、ケアマ
ネジャー等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介護給付費の減額（原則３割減算）を行う。

○ただし、診療報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が
発生した場合（※）は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、１年に
１回に限り、３か月を超えない期間は、介護給付費の減額を猶予する。※介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から１割を超え

て減少した場合を除く。

【介護老人福祉施設における適用の例】
（規定イメージ） ※実際の規定は診療報酬と同様の規定にすることを想定。

○厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号）の規定に基づき、

以下に該当する場合に３割の減算となる。

①介護職員、看護職員について、人員基準上必要とされる員数から、

１）１割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算され、

２）１割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算（※）される。

②ケアマネジャーについて、人員欠如した月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算（※）される。

○ただし、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情による人員欠如が生じた場合、公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取組を

行っている事業所又は施設にあっては、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図ることを前提とした

上で、１年に１回に限り、３か月を超えない期間（人員欠如発生の属する月の翌々月まで）は、介護給付費の減額を猶予する。（介護・看護職員が人員

基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合を除く。）

※翌月の末日において人員基準を
満たすに至っている場合を除く。

４/1 5/1 ６/1 7/1

①１） １割超の欠如
（介護・看護職員）

②ケアマネジャー

①２）１割以下の欠如
（介護・看護職員）

適用猶予 減算適用 減算解除

欠員発生 人員補充

減算適用なし適用猶予

人員補充欠員発生

適用猶予 減算適用 減算解除

人員補充欠員発生

減算適用なし適用猶予

欠員発生 人員補充

適用猶予の延長適用猶予 減算適用なし

取組報告 人員補充欠員発生

3

社保審－介護給付費分科会
資料３

第255回（R8.3.30)



障害福祉分野における人員基準欠如減算の特例的な取扱い

○ 日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、生活
支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合に、介
護給付費等の減額（原則３割減算）を行っている。

○ ただし、診療報酬や介護報酬での見直しと足並みを揃え、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人
員欠如が発生した場合（※）は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、１年
に１回に限り、３か月を超えない期間は、介護給付費等の減額を猶予する。
※生活支援員、看護職員等が人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合を除く。

【例：生活介護における適用の例】
（規定イメージ） ※実際の規定は診療報酬や介護報酬と同様の規定にすることを想定。
○ 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合並びにこども家庭庁長官及
び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生省告示第550号)の規定に基づ
き、以下に該当する場合に３割の減算となる。

○ 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活支援員について、人員基準上必要とされる員数から、
１)１割を超えて減少した場合は、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算され、
２)１割の範囲内で減少した場合は、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで減算（※）される。
（※）翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。

○ ただし、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情による人員欠如が生じた場合、公共職業安定所等の活用等により職員の確保に係る取
組を行っている事業所又は施設にあっては、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図ることを前提
とした上で、１年に１回に限り、３か月を超えない期間（人員欠如発生の属する月の翌々月まで）は、介護給付費等の減額を猶予する。（生活支援員・看
護職員等が人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合を除く。）

概要

４/１ ５/１ ６/１ ７/１

２）１割以下の欠如

適用猶予

適用猶予

適用猶予

減算適用

減算適用

減算適用なし

１）１割超の欠如

減算解除

減算解除

欠員発生

欠員発生

欠員発生

人員補充

人員補充

人員補充

適用猶予 適用猶予の延長 減算適用なし
欠員発生 取組報告 人員補充
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職員の充足状況 人材確保のために行っている取組
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13.4 

17.6 

41.4 

26.6 

48.5 

44.0 

48.0 

47.8 

38.2 

35.3 

50.1 

22.3 

25.9 

25.4 

29.4 

14.0 

21.0 

24.6 

20.3 

22.2 

11.7 

23.1 

7.7 

12.3 

8.3 

19.3 

15.4 

4.9 

9.1 

18.0 

6.0 

5.1 

5.7 

12.3 

13.3 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 [n=6,426]

訪問系サービス [n=1,386]

生活介護 [n=788]

短期入所 [n=571]

就労支援サービス [n=1,149]

グループホーム [n=613]

入所施設 [n=228]

相談支援サービス [n=829]

障害児通所サービス [n=862]

充足している 不足はしていないが余裕はない やや不足している

とても不足している その他 無回答

51.8 

61.3 

41.8 

28.0 

10.0 

9.6 

11.4 

17.2 

5.8 

16.9 

5.6 

4.5 

3.5 

1.1 

7.3 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

紹介による採用

ハローワークによる採用

法人・事業所のホームページ等の活用

転職サイトの活用

専門学校等との連携

法人・事業所での就職説明会の開催

自治体等の就職フェア等への参加

人材紹介会社の活用

派遣人材の活用

実習生等の受け入れ

地域のシニア層や業界経験者等の活用

外国人人材の活用

その他

わからない

特になし

無回答

全体 [n=6,426]

障害福祉サービス等における人材確保の状況

【出典】令和６年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
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ハローワークにおける人材確保支援について

○   医療・介護・保育分野等の人材確保を強化するため、主要なハローワークに「人材確保対策コーナー」を設置

（全国１２４か所に設置し、専任のスタッフを配置）

＜コーナーにおける支援内容＞

・求人者に対し、窓口相談や事業所訪問を通じた求人充足のための求人条件の見直しや求人票の書き方の助言指導

・求職者に対し、担当者制（マンツーマン方式）によるきめ細かな職業相談・職業紹介

・業界団体、関係機関等と連携した業界の魅力発信・求職者の掘り起こし、ツアー型面接会や就職面接会などのマッチング機会の提供

支援の概要

○ ハローワーク全体（３分野）では約16.7万人（令和６年度）

支援実績（医療・介護・保育）

〔お仕事相談会〕（介護）
介護ロボットの展示・体験会と併

せた就職相談会を県と連携して開

催

○ 業界団体・自治体等と連携したセミナー、就職面接会、職場見学会等を延べ約6,700回開催（令和６年度）

〔ツアー型面接会〕（看護）

看護師等を募集している病院での
面接と施設見学をセットにし、ハ
ローワーク職員が同行して実施

取組事例（医療・介護・保育）

〔保育セミナー〕（保育）
未経験・ブランクのある有資格者を対
象に、保育施設の種類、保育所の一日
の流れ等を説明するセミナーを開催

1.14

2.06

4.08

2.99

（参考）有効求人倍率（ 2 0 2 4年度平均）

（※）職業安定業務統計（パートタイムを含む常用）、保育士は特別集計。

（倍）
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「令和８年度 医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」

ハローワークによる医療・介護・保育分野の求人充足対策の取組強化

医療・介護・保育分野について、それぞれ集中取組期間を設定し、人材確保対策コーナー（人確コーナー）設置ハローワーク（119所

→令和７年度補正予算により124か所に増設）を中心に、ハローワーク幹部が地域の重点病院・施設を訪問（アウトリーチ）し、求人

を開拓するとともに、求人充足まで継続して支援する取組をスタート。

※事業所訪問により賃金引き上げ含め求人条件の見直しや求人票の書き方のアドバイス、事業所希望に応じたツアー型面接会や就職面接会の
開催、求職者への求人情報提供・応募勧奨 等を実施。

※事業所訪問時には、雇用仲介事業者利用の留意点も案内。

➢ ナースセンター等によるハローワークへの巡回相談の対象所や回数拡充、急募求人の情報を共有し双方で迅速な充足支援の実施 など

➢ 労働局幹部が地域の関係団体を訪問、①上記取組の周知依頼、②充足支援が必要な事業所情報の収集、③雇用仲介事業者利用の留意点の説明や法令違
反が疑われる事例の把握等を行う。（結果を踏まえ、ハローワークによる求人充足支援や労働局による相談対応・指導監督等を実施。）

➢ 本省も中央の関係団体を訪問、労働局・ハローワークの取組への協力を依頼し、インターネットサービスの改善意見を聴取し今後の改善に反映。

１．アウトリーチによる求人充足支援の強化

○ 医療分野（６月～８月） 1,329回訪問、14,757求人を開拓、10月末時点の充足数1,418人

○ 介護分野（９月～11月） 2,269回訪問、24,748求人を開拓、１月末時点の充足数3,081人

○ 保育分野（12月～２月） 929回訪問、5,711求人を開拓、２月末時点の充足数449人
※保育分野については新卒応援ハローワーク等と連携した指定保育士養成施設への訪問によるハローワーク利用勧奨等も実施。２月末時点で178回訪問し105施設から支援の希望があった。

（取組事例）看護助手の求人を開拓。求人公開から直ちにハローワークをあげて求職者への情報提供・応募勧奨を行い、10日で１名採用。（静岡県内・総合病院）

（取組事例）所長が事業所を訪問し、求める介護職の人物像を聴取。求人情報の提供により訪問から５日後に１名紹介・採用。（鳥取県・グループホーム）

➢ 医療機関・介護施設・保育所へのアウトリーチ支援による求人充足支援を、全ハローワーク（544所） の 最重点事項 として 通年 で実施。

➢ 特定の分野を対象とした取組を全ハローワークの最重点事項とするのは初の試み。

➢ 急募求人（配置基準を満たすため迅速な充足が必要な求人など）は、求職者への優先的な求人情報の提供など、早期の求人充足に向けて迅速に対応。

➢ 賃金引き上げ含め求人条件の見直しや求人票の書き方のアドバイスを重点的に実施。

一定の成果が得られたため、
ノウハウを横展開し

抜本的強化

（事業所見学会の様子）

２．公的な無料職業紹介機関との連携強化

３．関係団体との連携強化

令和７年度の取組

求人者（病院・施設）への働きかけの弱さ、ニーズの把握、ニーズに即した対応の弱さ課題

対応

結果

※ アウトリーチ支援強化とあわせ、好事例の横展開、職員の育成の取組を継続して実施。
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都道府県ナースセンター

看護職

潜在看護職の復職支援等
（無料職業紹介）

求職登録

マッチング

医療機関

求人登録

マッチング

看護職や医療機関に対する
情報提供・相談対応

相談、照会

復職支援・スキルアップ支援に
資する情報提供、相談対応

相談、照会

看護職確保に係る情報提供、
相談対応

訪問看護等の知識・技術に
関する研修

研修の実施

中央ナースセンター

都道府県・関係団体・
ハローワーク等

連絡調整、指導等の援助、
情報提供等

緊密に連携し、地域課題の解決に
資する看護職確保策を実施

都道府県ナースセンターによる看護職の就業・資質向上支援

都道府県ナースセンターは、①潜在看護職の復職支援等（無料職業紹介）、②看護職や医療機関に対する情報提供・相談対
応、③訪問看護等の知識・技術に関する研修の実施等を通じて、地域における看護職の就業・資質向上を支援している。
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※ 2021年度（令和３年度）は、ワクチン接種業務等の新型コロナ関連業務への就職が増え、都道府県ナースセンタの紹介による就職者数
が特に増加。（その前後の年度も、新型コロナ関連業務が一定程度あり、例年よりは就職者数が少し多くなっている。）

※平成30年末時点の推計では、
65歳未満の就業者看護職員数は約154.0万人（平成22年末：約139.6万人）、
65歳未満の潜在看護職員数は約69.5万人（平成22年末：約71.5万人）

（資料出所）令和２年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業「新たな看護職員の働き方等に対
応した看護職員需給推計への影響要因とエビデンスの検証についての研究」（代表研究者：小林美亜）、平成24年度
厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究事業「第七次看護職員需給見通し期間における看護職員需給数
の推計手法と把握に関する研究」（代表研究者：小林美亜）

都道府県ナースセンターの無料職業紹介による就業者数の推移
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〇都道府県福祉人材センター（全国４７ヶ所）
〇福祉人材バンク（都道府県福祉人材センターの支所（全国２７ヶ所））

【実施主体】都道府県（都道府県社会福祉協議会を指定）

【 予 算 】生活困窮者就労準備支援事業等補助金の内数

【主な業務】・福祉人材の無料職業紹介
（就労斡旋※「福祉のお仕事」HP参照）
・福祉就労希望者に対する説明会、講習会
・社会福祉事業従事者に対する研修
・調査研究、社会福祉事業等に関する啓発・広報
・社会福祉事業等従事者が離職等した場合の届出
に関する事務

・社会福祉事業等経営者に対する人材確保相談
・社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究

等
【主な実績】マッチング等による就職者数は全国計10,387人

（令和６年度）

概 要

社会福祉法に基づき、中央福祉人材センター及び都道府県福祉人材センターを設置し、福祉分野への就
労を希望する者への職業紹介や就職説明会等を実施することにより、社会福祉事業従事者の確保を推進す
るもの。
現下の福祉人材の確保を巡る厳しい状況の中、各センターは民間職業紹介事業者等が担いにくい事業を

実施し、それらの事業実績・事業手法を有している。

【「福祉のお仕事」HP】

福祉人材センターについて
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医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度

必須基準 基本基準

法令遵守など、必ず満たさなくてはならない基準

医療、介護、保育の各分野別に定められた16～18項
目のすべてをクリアする必要

適正認定事業者 63社※

例

✓ 職種別に手数料を公表している

✓ 早期離職時（就職後6ヶ月以内）の返戻金制度を設けて

いる

✓ 求職者に「お祝い金」を支給していない

✓ 自らの紹介により就職した者に対し、転職勧奨をしな

い

✓ 求人者の意向に沿わない過度の営業を行わない

✓ 要配慮個人情報は、本人の同意を得ないで取得してい

ない

✓ 都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業安定法

に基づく是正指導を受けていない（過去に受けた是正

指導は是正済みであること）

求職者や求人者に対してより良いサービスを提
供するために満たすことが望ましい基準

各分野別に定められた11～13項目のうち概ね７
割以上の項目をクリアする必要

✓ 求職者のキャリア、志向、希望の勤務時間や曜

日・勤務場所等の制約を把握した上で、適した就

業先の紹介を行っている

✓ 求人者からの求人申し込みは、電話だけではなく、

書面、FAX、メールで受け付けている

✓ 手数料率を含むサービス提供条件は、求人者に充

分説明し理解を得た上で、契約締結により事前合

意している

✓ 求人者の採用背景、経営方針・理念、組織・人員

体制等についても求人者からの情報開示に基づき

的確に把握し、求職者に伝えることによりマッチ

ングの精度を高めている

【認定マークの付与】 【特設サイトで公表】

医療分野

・（公社）全日本病院協会 ・（公社）日本医師会

・（一社）日本医療法人協会 ・（公社）日本看護協会

・（公社）日本歯科医師会  ・（公社）日本精神科病院協会

・（一社）日本病院会

介護分野

・（一社）全国介護事業者連盟

・（社福）全国社会福祉協議会 全国社会福祉法人経営者協議会

・ 高齢者住まい事業者団体連合会

   （公社）全国有料老人ホーム協会、

   （一社）全国介護付きホーム協会、

  （一社）高齢者住宅協会

・（公社）全国老人福祉施設協議会

・（公社）全国老人保健施設協会

本認定制度は以下団体の協力により創設

保育分野

・（社福）全国社会福祉協議会 全国保育協議会

・（公社）全国私立保育連盟

・（社福）日本保育協会

例

○法令遵守等の基準を満たす、適正な紹介事業者を認定して「見える化」を推進。
○これにより、求人施設等が、サービスの質や内容を予め把握した上で、適正な事業者を選択可能にする。

○認定基準は、２種の基準群から構成
・法令遵守等の「必須基準」と
・より良いサービス提供のための「基本基準」

さらなる制度の活用促進を図るため、以下の取組を進める。

• 適正認定事業者のパフォーマンスに関する調査結果の公表

• 認定にあたり早期離職防止のための取組の実施も考慮

適正認定制度の利用促進
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（医療分野46社、介護分野30社、保育分野20社）
※令和8年4月1日時点 【認定事業者を活用した常用就職件数のシェア率(令和6年度)】

医療：78.8％、介護：55.6%、保育：67.8%



事業者の選定に資する取組（見える化）の推進

令和７年４月より、職業紹介手数料率の実績開示が義務
化されました。
厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」では
国内全ての職業紹介事業者に関する手数料実績等の情報
を確認・検索できます。

で検索

人材サイト

許可・受理番号
／許可年月日・
届出受理年月日

事業主氏名
／事業所名称

事業所所在地
／電話番号

就職者

離職者数
（無期雇用の
うち就職後
６ヶ月以内）

（人）

取扱業務の職種
手数料実績率

（額）
（％または円）

備考
4ヶ月以上
有期及び
無期（人）

4ヶ月以上
有期及び
無期（人）
うち無期
（人）

4ヶ月未満
有期（人日）

00-00-
00000
令和○年
○月○日

A社

●●県▲▲市
■■■■

00(0000)0000 44 44 0 0
4.看護師、准看護

師 12.6％

00-00-
00000
令和○年
○月○日

B社
●●県▲▲市
■■■■

00(0000)0000
64 5 855 1

4.看護師、准看護
師 18.3％

00-00-
00000
令和○年
○月○日

C社
●●県▲▲市
■■■■

00(0000)0000
135 97 3,105 14

4.看護師、准看護
師 20.0％

2

3

1

1 たとえば・・
・都道府県：関東
・取扱業務の職種：看護師、准看護師
・手数料率：1％～20％ で検索

2 「手数料実績率」
での昇降順の
並べ替えも可能

3 検索時の条件に
沿った「手数料
実績率」が表示

4 クリックすると
「詳細情報」が表示

4

「詳細情報」をクリックすると過去５年分の就職者数・離

職者数に加えて、職種別の手数料実績をチェックするこ

とができます

2

情報登録年度

就職者
離職者数

（無期雇用のうち就職
後６ヶ月以内）

（人）

離職が判明せず
（無期雇用のうち就職

後６ヶ月以内）
（人）

4ヶ月以上
有期及び無期（人）

4ヶ月以上
有期及び無期（人）
うち無期（人）

4ヶ月未満有期
（人日）

平成31年度 231 185 4,140 15 0

令和02年度 132 105 5,220 10 0

令和03年度 186 122 1,080 24 0

令和04年度 143 94 5,010 14 0

令和05年度 146 109 0 18 0

令和06年度 135 97 3,105 14 0

過去5年分の就職者数・離職者数が表示

職種毎の手数料実績が表示

取扱業務の職種 手数料実績率・額

023 看護師、准看護師 令和06年度 20.0％

008 建築・土木・測量技術者 令和06年度 35.0％

049 福祉・介護の専門的職
業

令和06年度 20.0％

024 医療技術士 令和06年度 20.0％

034 一般事務・秘書・受付の
職業

令和06年度 20.0％

職業紹介事業者の就職実績や定着状況、手数料実績

を一覧でチェック。

気になる項目から並べ替えて比較することもできま

す

1

【人材サービス総合サイトの職業紹介事業所検索画面アクセス件数】
令和８年１月：144,799件（前年同月比28.8%増）
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